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1.  いじめとは何か

⑴ 総　論

　いじめ案件を扱うに当たり、まず、いじめとは何かを理解する必要があ
る。
　いじめの定義は過去何度か変遷を重ねた結果、いじめ防止対策推進法
（以下、必要がない限りは「法」と表記する）において初めて法律上の定義
を有するに至っており、現在の実務においても、かかる定義を前提として
議論が進んでいる。また、いじめ防止対策推進法は、附則２条１項におい
て「いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後３年を目
途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要がある
と認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと
する。」と規定されていたものの、いじめの定義については今後変更の余
地がほぼない旨指摘されており、「最も広範で、ある意味極めてシンプル
な、この定義を変えることは難しいと思います。今後、具体的な事例を示
すなどして、いじめの定義の解釈の明確化を図り、法によるいじめの定義
の意味するところを学校現場や保護者、地域に十分に浸透させていくこと
が必要なことだろうと考えています。」といった発言も見受けられるとこ
ろである 1。そして、いじめ案件はその性質上、学校の内外を問わず、学校
や塾、スポーツクラブ等における人的関係を前提としたトラブルを主たる
対象としており、企業やスポーツチームといった成人におけるコミュニテ
ィ内での紛争（さらにいえば、一般生活において用いられる広義の「いじめ」
に該当するであろう人的トラブルやハラスメント）とは異なる特徴を複数有
しているところ、なぜいじめ防止対策推進法におけるいじめの定義がこの
ようになったかを理解することは、かかる特徴を踏まえた形で弁護活動を
進めるうえで必要不可欠である。

1 　「〈インタビュー〉『いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ』を読み解く」季
刊教育法 191 号（2016 年）10 頁〔新井肇〕。

　もっとも、実際の運用においては、かかる定義を過度に重視して法的措
置の検討を進めた場合、いじめの被害者とされる児童生徒への保護が偏重
してしまい、ケース次第では結論のバランスに首をかしげることも否定で
きない。とりわけ、法施行後間もない時期より、いじめの調査報告におい
て学校にかかる負担が非常に大きく、その負担の大きさから生じるであろ
う現場の疲弊感や通常授業への悪影響は多数指摘されてきた。そのため、
最近ではかかる疲弊を回避すべく、いじめ防止対策推進法の理念を軽視し
て調査報告をおろそかにする学校、さらには自治体の動きも散見されてい
るところである。
　このような観点からいじめの定義について理解し、法の範囲内で対応で
きる射程を理解することは、いじめ案件を既に取り扱っている弁護士はも
ちろん、これから取り扱うことを検討している弁護士にとっても非常に重
要である。そこで、いじめの定義に関する変遷にも触れつつ、定義を定め
た法２条の理解についてこれから言及していきたい。

⑵ いじめの定義に関する変遷

　いじめの定義について、冒頭でも述べたとおり当初より法律の定めがあ
ったわけではなく、まずは文部科学省が学校に対し毎年実施している「児
童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」がそれを定めてい
た（なお、平成 28 年度以降は「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸
課題に関する調査」（下線部は筆者）というタイトルに改められている）2。
　すなわち、児童生徒の問題行動等については毎年調査が実施されてお
り、昭和 60 年には、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におけ
るいじめの状況等」という調査事項が新たに追加され、いじめの実態に関

2 　「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」については、文部科学省
のホームページにて毎年公表されており、そのデータ内において過去における調査経過やいじめの
定義についても言及されている。「いじめの定義の変遷」については、https://www.mext.go.jp/
component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_003.pdf。その他、
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会編『どう使う どう活かす いじめ防止対策推進法〈第
３版〉』現代人文社（2022 年）10 頁も参照。
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1．いじめ防止対策推進法に基づく弁護活動

⑴ 相談の問合せ～面談時に確認すべき事項～

　いじめ案件の問合せを受けた場合、まずは依頼者である児童等又はその
親権者から事実関係を聴き取ることとなる。これは、被害児童等であって
も加害児童等であっても変わらないが、既に述べてきたとおり、被害児童
等の場合は精神的疾患を患っていたり、いじめによる被害から他者への不
信感を強く抱いているケースが少なくない。そのため、初回の面談時にお
いて被害児童等から聴き取ることが難しい場合には、保護者を通じて事実
関係を聴き取らざるを得ないし、かかる聴き取りをもって受任の可否や弁
護方針を判断することが通常は可能である。
　そのうえで、面談時に確認すべき事項としては、大きく分けて、①いじ
めに関する事実関係、②児童等の現在の状況、③依頼者が希望する法的目
標、を挙げることができよう。まず、いじめに関する事実関係を聴き取る
に当たって、学校によるいじめ調査と大きく異なるのは、被害申告にかか
る児童等の供述が正しいとの前提に基づいてまずは聴き取りを行うことで
ある。この点、学校はいじめに関する事実関係を第三者的な立場から調査
し、双方の言い分を踏まえつつ客観的な証拠とも照らし合わせたうえで、
より真相に近づけるよう聴き取りを行う必要がある。そして、児童等も、
意識的か無意識的かはともかく、学校に対し少しでもよい印象を持っても
らうべく、事実関係を修飾したり被害状況を過度に強調したりして有利な
判断を得ようとしがちである。そのため、学校としては、児童等が嘘をつ
いている可能性を常に考慮しつつ、嘘の回答を誘導しないよう慎重に聴き
取りを実施しなければならない 1。
　これに対し、代理人は、一方当事者の利益のために活動することが基本

1 　堀切忠和著『教職員のための学校の危機管理とクレーム対応─いじめ防止対策推進法といじめ対
応を中心に─〈3訂〉』日本加除出版（2024 年）81 頁以下は、学校による不用意な聴き取りの持つ
危険を指摘している。

であるし、依頼者にとって不利な事実については、その内容次第ではある
ものの、積極的には主張しない形で弁護活動を進めることも可能である。
また、恐らく多くの実務家が実感しているように、同一の事実であっても
光を当てる方向によって全く異なる印象を受けるのは珍しいことではな
く、当事者の認識を尊重しつつなぜそのような認識に至ったかを冷静に分
析するのは、あらゆる分野で共通する姿勢だろう。さらに、児童等として
みれば、学校が児童等の言い分に対し聞く耳を持とうとせず、大人への不
信感を抱く中で弁護士へ相談していることが多く、そこで真摯に話を聞い
て弁護方針を提示することは、児童等の精神面で大きな安らぎを与え得
る。そのような理由から、面談においていじめに関する事実関係を聴き取
る際には、まずは児童等が認識している事実関係をありのままに聴き取
り、かかる聴き取りにおいても「どのようないじめを受けたか、まずは話
してください」、「それからどうなりましたか」といった形で、できる限り
オープンに尋ねるのが理想である 2。当然ながら、安易に事実関係を決めつ
けて、その事実関係に合わせる形でクローズドな質問を投げかけるのは不
適切であるし、その後の弁護活動において致命的な矛盾が生じかねない。
　また、児童等から事実関係を聴き取るうえでの留意点として、誘導と被
暗示性による記憶の書換えには十分配慮しなければならない 3。すなわち、
幼児や児童は常に大人の庇護の下で生活しているため、大人の言うことは
絶対だと信じていることが多く、質問にも必ず「答え」があると認識し、
その答えがわからないのは自分の記憶力が悪いからだと考える傾向があ
る。そして、面接を繰り返し行ったり面接者の言葉が多かったりすると、
ただでさえ記憶や認知に関する能力が十分発達していない児童に対し、事
実に関する暗示や誘導が促されてしまい、真実に反する形で作話されたり
供述が変遷してしまうリスクがある。このような被暗示性は、高校生や大
学生でも見受けられるものであって 4、弁護士という非日常的な第三者から

2 　仲真紀子編著『子どもへの司法面接─考え方・進め方とトレーニング』有斐閣（2016 年）79 頁以
下では、望ましい質問方法として、①誘いかけ質問、②時間分割質問、③手掛かり質問、④それか
ら質問、と 4種類のオープン質問を紹介している。
3　前掲注 2・仲編著 41 頁以下において、学術的観点から詳細に検討している。
4　前掲注 2・仲編著 152 頁以下。

1.  いじめ防止対策推進法に
  基づく弁護活動
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第３ 加害者側における弁護活動 2．退学処分及び自主退学勧告をめぐる弁護活動 

行ったと評価できないため児童虐待に該当しない旨、適切に主張する必
要がある。それでもなお、児童相談所が任意での一時保護解除に応じ
ず、家庭裁判所への送致や児童養護施設などへの入所を示唆してきた
場合には、それぞれの手続に応じて裁判所にて争わなければならない。
ここまで進んでしまうと、仮に審判を経て早期の家庭復帰を実現できた
としても、かかる実現までに一定の期間を要しているのが通常であるた
め、その教育を受ける権利につき大きな損害が生じているのである。
　このような展開は、いじめの行為態様次第ではやむを得ないもの
の、いじめが比較的軽微なケースにおける加害児童等の負担としては
過度に酷であって、その成育に重大な支障が生じかねない。その一方
で、被害児童等からみれば、審判での最終的な結果を問わず加害児童
等を学外へ排除できる公算が高いため、その学校環境の改善という観
点からは望ましいとも評価できる。この辺りのバランスは非常に難し
いものの、警察や児童相談所が過度に介入したために学校内で収拾つ
かなくなったケースを、複数見てきたのも事実である。そのため、児
童相談所におけるケースワークがより適切に行えるよう、身柄付通告
の時点で学校や各児童等といった関係者の意見が十分に反映されるよ
う、何らかの手続的ケアが担保されるべきではないかという印象を受
けている次第である。

⑴ はじめに

　加害児童等は、いじめへの関与を理由として、学校から退学処分や自主
退学勧告を受けることがある。
　その場合に、いじめに関する事実誤認の存在、具体的にはいじめの行為
態様やいじめグループにおける役割（主犯格かどうかなど）、いじめ行為と
被害生徒等が主張している被害との関連性が問題になるのはもちろん、仮
に事実面では大きな争いがない場合でも、退学処分は重すぎるとしてその
評価を争うケースは少なくない。また、自主退学勧告を受けて学校を自主
退学した場合には、かかる勧告に強制力が存在したかどうか、いうなれば
退学処分と同視できる事情が存在するかどうかによって、その違法性の判
断基準も異なってくる。さらに、既に退学処分を受けた場合にどうやって
教育を受ける権利を確保するか、すなわち在学地位確保の仮処分又は退学
処分の執行停止といった手段も、ケース次第では検討しなければならな
い。
　このように、退学処分又は自主退学勧告をめぐる紛争は、いじめ案件に
限らず学校案件を扱ううえで避けて通れないところである。そこで、加害
児童等が退学処分を示唆され、実際に退学した場合における弁護活動を検
討していく。

⑵ 退学処分の法的性質

　まず、退学処分の法的性質について言及する。
　校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定
めるところにより、児童生徒及び学生に懲戒を加えることができる（学校
教育法 11 条）。ここで、懲戒には、単に叱ったり、授業中一定の時間立た
せたりするなど、法的な効果を伴わない事実行為として行われるものと、

2.   退学処分及び自主退学勧告を
  めぐる弁護活動
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